
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

○期間 

　令和８年５月１日（金）から 

　　　　　５月31日（日）まで 

○自転車にも交通反則通告制度 

　令和８年４月１日から 

　　　16歳以上の自転車運転者 

による交通違反には反則通告制度が適
用されます。 

○自転車運転者講習 

　信号無視等の危険行為(16類型)を行い、
３年以内に２回以上反復して検挙され、
又は交通事故を起こした場合は、 

　　福島県公安委員会により 

　　　自転車運転者講習（３時間） 

の受講が命じられます。 

　 受講命令に従わなかった場合は 

　　　５万円以下の罰金 

自 転 車 を 利 用 す る 皆 さ ん 、  

　 自 転 車 も 乗 れ ば 車 の 仲 間 入 り  

自 転 車 を 利 用 す る 際 は 、  

　 交通ルールを守り、正しいマナー  

を 実 践 し ま し ょ う ！ 　  


